
〇
５
月
２
８
日
（日
）「
あ
わ
い
農
園
」 

子
ど
も
食
堂
と
連
携
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
。 

環
境
事
業
協
会
が
行
い
子
ど
も
食
堂
と
就 

労
準
備
支
援
で
連
携
し
て
い
る
鶴
見
緑
地 

公
園
内
に
あ
る
「
あ
わ
い
農
園
」
の
イ
ベ 

ン
ト
に
約
２
０
名
の
ご
家
族
が
参
加
さ
れ
、 

ニ
ン
ジ
ン
や
と
う
も
ろ
こ
し
、
ゴ
ー
ヤ
に 

ス
イ
カ
の
苗
植
え
と
種
ま
き
、
他
に
刈
り 

取
っ
た
麦
の
脱
穀
と
、
雑
草
の
草
刈
り
後
再
利
用
の
為
、
一
か
所
に
集

め
る
作
業
を
体
験
。
最
後
に
ニ
ン
ニ
ク
の
収
穫
も
行
い
ま
し
た
。 

〇
く
ら
サ
ポ
利
用
者
が
農
園
作
業
の
業
務
委
託
を
受
け
ま
し
た
。 

２
年
前
か
ら
農
園
を
手
伝
っ
て
き
た
利
用 

者
さ
ん
が
、
働
き
ぶ
り
と
知
識
が
信
頼
さ 

れ
、
今
年
２
月
か
ら
週
１
回
の
農
園
管
理 

作
業
の
依
頼
を
受
け
、
自
主
的
に
作
業
を 

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
使
わ
れ
た
苗 

も
、
そ
の
利
用
者
さ
ん
が
準
備
さ
れ
た
物 

で
す
。
今
後
も
継
続
的
に
関
わ
り
続
け
て 

い
き
ま
す
。 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇家族によって関わり方の

違いや、よく寄り添ってい

る方の気持が分かる〇他の

話を聞き自分の考え方が変

わる〇回復や社会復帰、く

らサポに繋がった話は希望

になる〇子どもが働かず家

に居る事になれてくる親の

葛藤〇家族も社会と関わる

大切さ〇きっかけの必要性

を感じる〇情報を知れて良

かった。など感想を頂きま

した。 

昨年度家族会参加者の声 昨
年
度
家
族
会
は
、
感
染
対
策
を
行
い
な
が
ら
毎
月
開
催
す
る
事
が

出
来
ま
し
た
。
今
年
度
も
、
悩
み
や
不
安
を
抱
き
な
が
ら
、
本
人
に
寄

り
添
う
ご
家
族
向
け
に
、
家
族
会
特
別
例
会
で
講
演
会
を
７
月
１
４
日

午
後
２
時
か
ら
開
催
す
る
事
が
決
ま
り
ま
し
た
。 

「
医
療
法
人
三
家
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
精
神
保
健
福
祉
士 

浜
中
様
」
に

「
ひ
き
こ
も
る
本
人
へ
の
理
解
と
対
応
。
支
え
る
家
族
の
ケ
ア
の
大
切

さ
」
に
つ
い
て
お
話
し
頂
き
ま
す
。
ひ
き
こ
も
る
本
人
が
苦
し
め
ば
家

族
も
苦
し
い
。
家
族
が
苦
し
め
ば
本
人
も
苦
し
い
。
こ
の
家
族
側
の 

苦
し
み
や
不
安
を
和
ら
げ
れ
ば
、
本
人
の
苦 

し
み
も
少
し
改
善
さ
れ
、
家
族
の
関
係
性
も

よ
り
良
い
も
の
に
変
化
を
促
せ
ま
す
。 

講
演
後
に
は
座
談
会
で
質
疑
応
答
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
是
非
こ
の
機
会
に
、
ご
家
族

皆
様
の
参
加
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

ご
予
約
、
お
問
い
合
わ
せ
は 

担
当
「
白
石
」
ま
で
。 

家族会は毎月第

2 金曜日 14：00

～市役所 B1F で

開催しています。 

７
月
「
ひ
き
こ
も
り
家
族
会
特
別
例
会
」開
催
の
ご
案
内 

 

子
ど
も
食
堂
対
象
「
あ
わ
い
農
園
イ
ベ
ン
ト
」
の
報
告 

「就
労
準
備
・ひ
き
こ
も
り
相
談
」の 

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
出
来
ま
し
た
。 

 
 

              

く
ら
し
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
守
口
が
実
施
す
る

「
就
労
準
備
・
ひ
き
こ
も
り
支
援
」
を
紹
介
す
る

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
完
成
。
ひ
き
こ
も
り
支
援
を
知

ら
な
い
方
、
ご
存
じ
で
も
内
容
ま
で
は
わ
か
ら
ず

不
安
な
方
に
ご
覧
い
た
だ
き
、
相
談
の
き
っ
か
け

に
ご
利
用
下
さ
い
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
く
ら
サ
ポ
に

設
置
。 

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル 

さ
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も 

ご
覧
く
だ
さ
い
。 
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離職・休業等によって住居を喪失又は住居を喪失するおそれのある方へ 

住居確保給付金のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１：次のどれかに当てはまりますか？ 
・２年以内に離職や自営業廃業等があった。（事情により 4 年以内に） 

・個人の都合によらない理由で収入を得る機会が減少した。 

  例：働いている職場が休業になった、自営業で契約が破棄になった等 

・内定の取消し等があった。 

住居確保給付金の対象外です 

当てはまる 当てはまらない 

Ｑ２：次のどちらかに当てはまりますか？ 
・離職や収入減の時点では、家計を最も支え、生活費を主に負担していた。 

・収入を得る機会の減少時点では、家計を最も支える立場だった。 

世帯の中で生活費を主に負担している方が申請してください。 

当てはまる 当てはまらない 

Ｑ３：次のどちらかに当てはまりますか？ 
・守口市内在住。もしくは、既に住居がなく、守口市内での居住を希望している。 

他市町村の居住者・居住希望者は、その市町村で申請してください。 

当てはまる 当てはまらない 

Ｑ４： 基準額より世帯全体の収入と金融資産(現金・預貯金等)は低いですか？ 
   ※収入は、申請月の給与の総支給、失業給付、各種年金等 

 

今後、基準額を下回った際に再度検討ください。 

基準より低い 基準より高い 

Ｑ５：現在、生活保護などの類似の公的給付を受給していますか？  

受給中は対象外となります。今後、受給終了後に再度検討ください。 

受給していない 受給している 

Ｑ６：以前に住居確保給付金を利用したことがありますか？  

一定の要件を満たせば、再度申請できる場合があります。 
例：以前受給していた際に常用での就職が決まったが、 

会社都合で解雇となった場合、会社都合で休業となった場合等  

。 
住居確保給付金を受給できる可能性があります。 
・支給対象は賃貸住宅の家賃（共益費・管理費・水道光熱費等は除く）です。（持ち家、地代は対象外） 

・離職者、在職者も求職活動要件があり、応募活動やハローワークやくらサポの相談が必須です。 

・個人事業主の方は、求職活動もしくは専門機関での経営相談が必要です。 

・収入基準を超える就労収入があった場合や制度趣旨に添わない場合は支給中止となる場合があります。 

※詳しくは、『住居確保給付金のしおり』をご覧いただき、お問い合わせください。 

【収入要件】 世帯全体の収入の合計額               【資産要件】 世帯全体の預貯金等の合計額 

世帯人数 収入基準額(上限) 家賃額(上限) 収入基準額＋家賃額(上限)  世帯人数 金融資産 

１人 ８.４万円 ３.９万円 １２.３万円  １人 ５０.４万円 

２人 １３.０万円 ４.７万円 １７.７万円  ２人 ７８万円 

３人 １７.２万円 ５.１万円 ２２.３万円  ３人以上 １００万円 

４人 ２１.４万円 ５.１万円 ２６.５万円  

５人 ２５.５万円 ５.１万円 ３０.６万円  

 

利用したことがある 利用していない 


